
華誠の知的財産権ニュースレター

2024 年 04 月   第八十四期

公式サイト：www.watsonband.com

E メール：mailip@watsonband.com | mail@watsonband.com

目    次

華誠の動向
華誠が再び 2024 年の LEGALBAND 中国トップ法律事務所と中国トップ弁護士ランキングにランクイ

ン …………………………………………………………………………………………………………………… 2

特 許
国家知識産権局が 2023 年中国特許調査報告を公表 …………………………………………………………… 2

国家知識産権局が特許審査はウェイ (PPH) 改善提唱への参加を宣言………………………………………… 6

中米欧日韓 5 庁が共同で公表した統計報告によると、中国の発明特許出願の品質が向上し、デジタル技術

分野の特許出願が活発化…………………………………………………………………………………………… 6

営業秘密
上海市第三中級人民法院、上海知識産権法院が公表した 2015 ～ 2023 年の営業秘密事件の裁判状況…… 10



ページ 2 

華誠の動向

華誠が再び 2024 年の LEGALBAND中国トップ法律事務所と中国トップ弁護士ランキン
グにランクイン

2024 年 4 月 16 日、有名な法律格付け機関 LEGALBAND は 2024

年度中国トップ法律事務所と中国トップ弁護士ランキングを発

表した。

華誠法律事務所はこれまで各分野で優れた業務能力、卓越し

た業績のパフォーマンスと良好な業界での評判により、知的財

産権 : 訴訟、知的財産権 : 非訴訟、破産更生と清算、サイバー

セキュリティとデータコンプライアンスなど多くの業務分野で

重点的な推薦を受けてきた。長年にわたってトップの知的財産

権訴訟と破産更生と清算分野をリードし続けてきたほか、華誠

は今年度も知的財産権非訴訟とネットワークセキュリティとデ

ータコンプライアンスという 2 つの分野で認められて推薦を受

けた。

図 105 企業が発明特許を申請する主な用途
注 : 当該題目の有効な特許データ量の合計は 2166。 本題目は複数選択問題で、パーセンテージを加算

すると 100% を超える。

特  許

国家知識産権局が 2023 年中国特許調査報告を公表

4 月 15 日、国家知識産権局は「2023 年中国特許調査報告」を公表し、報告書には企業が特許を出願す

る主な用途という一節がある。調査によると、企業の半数以上が発明特許を取得する主な用途には、「特

許製品を生産し、経済効果を得るため」と「技術的備蓄を行う」が含まれており、関連企業の割合はそれ

ぞれ 73.0% と 64.4% であった。次に、「ハイテク企業、「専精特新」企業などの資質認定に用いる」と「今

後のプロジェクトの申告を支えるために用いる」で、それぞれ 36.3% と 27.9% であった。用途に「競合他

社が提起する権利侵害の訴えに対抗する」と「職務発明者の職務審査、職務昇進などに使用する」を含む

企業の割合は総体的に低く、それぞれ 13.8%、12.3% であった。
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特  許

設立時期の異なる企業が出願する発明特許の主な用途
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特  許

規模が異なる企業が出願する発明特許の主な用途

国家ハイテク技術企業が出願する発明特許の主な用途
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特  許

異なる地域の企業が出願する発明特許の主な用途

（国家知識産権局「2023 年中国特許調査報告」より）
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特  許

国家知識産権局が特許審査はウェイ (PPH) 改善提唱への参加を宣言

中米欧日韓5庁が共同で公表した統計報告によると、中国の発明特許出願の品質が向上し、
デジタル技術分野の特許出願が活発化

特許審査ハイウェイ（PPH）のユーザー体験をさらに向上させるために、中国国家知識産権局は中米欧

日韓の知的財産権 5 庁が協力する「PPH 改善提唱」に参加すると宣言し、2024 年の PPH 第一回審査意見通

知書の平均期間と PPH が出願人の意見に応答する平均期間の目標を 3 ヶ月に設定し、PPH ユーザーのため

により期待できる審査期間を提供する。

PPH は異なる国又は地域間の特許スピード審査チャネルであり、特許審査機関間のワークシェアリング

により特許審査プロセスを迅速化する。2011 年 11 月に最初の PPH 試行が開始されてから現在までに国家

知識産権局は相次いで 32 の国又は地域の特許審査機関と PPH の協力を確立した。

（国家知識産権局 より）

国家知的財産権局の公式サイトがこのほど公表した 2024 年第 4 期「知的財産権統計ブリーフィング」

によると、2023 年 12 月 21 日、中米欧日韓の知的財産権 5 庁は全世界のユーザーに向けて「2022 年世界 5

大知的財産権庁統計報告」（以下、「報告」という）を公表した。報告は知的財産権 5 庁協力統計作業グ

ループ（IP5StatWG）が年度ごとに輪番制で作成し、2023 年は米国特許商標局庁が主導し、他庁が協力し

て参加した。国家知識産権局は「報告」を翻訳して中国語版を作成し、同局の公式サイトで公開する。分

析の結果、関係する主な特徴は以下の通りである。

一、5 庁クロス出願の中で中国からの件数増加が最も早い
5 庁クロス出願（Cross Filings）とは、報告の期間中に 5庁のうち 2つ以上に提出された同じ優先度を

持つ発明特許出願のことである。関連データによると、2016 年と比べ、中国からのクロス出願の割合は 5

ポイントアップし、増幅率が最大となった。

二、中国で最初に出願された発明特許によるファミリー特許形成の比重はわずか 2.5%
ファミリー特許は、同一の優先権に基づき異なる国又は地域で提出された特許出願のグループであり、

優先権特許出願の時期によって統計されている。「報告」は、欧州特許庁のグローバル特許公開文書デー

タベース（DOCDB）に基づいて、入手可能な最新の 2018 年 5 庁ファミリー特許出願の状況について統計を

行った。2018 年の 216.5 万件の 5庁の初回出願では、合計 27.9 万件がファミリー特許を形成し、シェア

図 1 出所国（地域）別 5庁クロス出願の状況
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特  許

三、中国の発明特許出願においてコンピュータ技術分野の占める割合が最も高い
世界知的所有権機構によって分類された 35 の技術分野は、2022 年に CNIPA と USPTO の発明特許出願に

おいて、コンピュータ技術分野の占める割合が最も高く、いずれも 15% となっている。

の比率は 12.9% となり、そのうち 3.2万件は 5庁全てで出願を行い、1.5% を占めた。出所国別に見ると、

2018 年の中国の出願人による 139.3 万件の初回発明特許出願のうち、3.5 万件がファミリー特許を形成し、

2.5% を占めた。

図 3 初回出願の出所国別ファミリー特許の状況（単位：件）

図 4 技術分野別 5庁発明特許出願の状況
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特  許

四、中国特許出願の平均請求項数の上昇幅が最も大きい
2022 年、USPTO に出願を提出した発明特許の平均請求項数は 18.0 項で、5 庁で最も高かった。変化の状

況から見ると、2018 年と比べ、CNIPA 特許出願の平均請求項数の上昇幅が最大で、1.7 項増加した。

五、中国が権利を付与した発明特許の半数以上が 14 年以上維持できる
「報告」は出願日から起算した 5庁が権利を付与した発明特許の維持の状況を統計した。統計によると、

USPTO、JPO が権利を付与した発明特許のうち、半数以上が 15 年間維持でき、CNIPA は 14 年となっている。

図 5 5 庁発明特許出願平均請求項数（単位：項）

図 6 維持年限別 5庁による権利付与済み発明特許の維持状況（単位 :年）
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七、2022 年全世界及び 5 庁の発明特許出願件数と権利付与件数
「報告」は出願日から起算した 5庁が権利を付与した発明特許の維持の状況を統計した。統計によると、

USPTO、JPO が権利を付与した発明特許のうち、半数以上が 15 年間維持でき、CNIPA は 14 年となっている。

特  許

六、中国の発明特許審査期間が明らかに短縮
審査機関から見ると、2022 年における CNIPA 発明特許の平均審査期間は 16.5 ヶ月で、2018 年より大幅

に 6ヶ月短縮された。

図 7 5 庁の発明特許審査期間の状況（単位 :月）

（国家知識産権局 より）
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営業秘密

第 24 回世界知的財産の日が近づく中で、上海市第三中級人民法院、上海知識産権法院は 2015 ～ 2023

年の営業秘密事件の裁判状況とモデルケースを公表した。市高院によると、2015 ～ 2023 年に上海市第三

中級人民法院は営業秘密刑事事件を13件受理し、そのうち第一審事件は9件、第二審事件は4件であった。

上海知識産権法院は営業秘密民事事件を265件受理し（契約案件7件を含む）、そのうち第一審事件は179件、

二審事件は 57 件、その他の事件は 29 件であった。営業秘密行案件は 1 件受理した。例年の事件受理状況

から見ると、営業秘密事件が知的財産権事件において占める割合は高くないが、全体的には依然として安

定して上昇基調にある。

営業秘密事件は主に以下の特徴を呈している。

➤ 一つ目は、当事者の状況から見ると、ハイテク分野の経営者、従業者が多い。受理した事件の多く

はチップ、バイオ医薬、新材料、電子情報などのハイテク分野に関連しており、関連する企業はいずれも

ハイテク分野の経営者であり、関連する自然人はコア技術の職場に勤めているか高級管理職を務めている

ことが多く、学歴が普遍的に割と高い。

➤ 二つ目は、事件の原因から見ると、人材の流動による紛争が多い。営業秘密民事事件では、従業員

が勤務期間中に権利者の営業秘密を把握したか接触し、離職後に同業分野で就職したり、創業時に営業秘

密を違法に開示、使用し、または他人に営業秘密の使用を許諾したことによる紛争が 231 件あり、89.53%

を占めている。営業秘密刑事事件はいずれも人材の流動に起因して発生している。

民事と刑事事件の例年の事件受理件数

上海市第三中級人民法院、上海知識産権法院が公表した 2015 ～ 2023 年の営業秘密事件
の裁判状況
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事件の起因の分布

民事事件の訴額

特  許

➤ 三つ目は、事件にかかる金額から見ると、訴額または犯罪にかかる金額が割と高い。上海知識産権

法院が受理した営業秘密侵害民事事件のうち、訴額が1,000万元を超えたのは34件で、約13%を占めており、

1 億元を超えたのは 2 件で、訴額の最高額は 1.9 億元に達した。同時期に上海市第三中級人民法院が受理

した営業秘密侵害刑事事件のうち、犯罪にかかる金額が 250 万元を超えたのは 8 件あり、最高額は 4,000

万元余りに達した。
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➤ 四つ目は、権利侵害の方式から見ると、インターネット技術を利用することが次第に主な手段とな

っている。情報ネットワーク技術の発展に伴い、多くの企業が営業秘密を LAN やインターネットに保存す

ることを選択するようになり、防護体系の不備により営業秘密が盗まれるという方式は、電子データの不

法ダウンロード、情報ネットワークを介した情報転送等に段々多く表れるようになっている。

➤ 五つ目は、、裁判の結果から見ると、司法保護と取締りの力が顕著に示されている権利者の請求が

支持されたか部分的に支持された 38 件の事件うち、賠償額が 50 万元以上に達した事件は 15 件で、最高

額は 475 万元に達した。営業秘密刑事事件では、いずれも犯罪が成立すると認定され、事件に関わる 30

人の被告人のうち 10 人が 3 年から 10 年の有期懲役刑を言い渡され、19 人が 3 年以下の有期懲役刑を言い

渡された。

特  許

刑事事件の犯罪にかかる金額

民事事件の賠償額
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特  許

刑事事件の被告人の量刑

（上海発布 We Chat 公式アカウント）


